
(5) いつでも安心して 小児 G 療 、 母子保健脚授けられる 埼虹庄備 

0 とこでも子と 號気ゆ 出産 嚇 時に適切に対応できる 体制を整 構 

し 、 姐辰 、 出産、 育児の安心・ 安全を確保するととちに、 子ともの 健ゆ 

がな育ちを 支護 する。   
。 " 体 " 施策 ） ( モ成 1 6 年度 ) ( 平成 2 ] 年度 ) 

押川 @ 」 ]G@m 221 地区 申 404% 
子どもの病気の 緊急時に、 夜間、 休日でも適切な 小児救急医療を 提供するため、 小児救急医 

療 圏 (404 地 団をカバーする 体制を全国に 整備するとともに、 保護者向けの 夜間電話相談 
体制などの整備を 進める。 

( 今後 5 年間の目標 ) 

押川 椰薗 確保・育成 

幽蜘 
かかりつけ医を 持っている 子 ど胡 Ⅰ 

宣 81.7%(12 旬 づ ユ % ニ光 

子どもが地域において、 いつでも安心して 医療サービスを 受けられるよう、 小児科医療施設 

の役割分担と 連携を推進し、 小児科医師の 適正な配置を 図る。 また、 産科医師数の 減少傾向に 

歯止めをかける。 さらに、 子どもが入院中も「子どもらしく 生活」できるように 小児医療を支 

える保育士の 十分な確保を 図る。 

。 。   一曲 " 祠 """ 

平成 1 5 年 3 月に閣議決定された「医療保険制度及び 診療報酬体系に 関する基本方針」に 沿 

って、 医療の特性、 患者の心身の 特 珪 、 生活の質の重視等を 踏まえた適切な 評価について 引き 

続き検討を進める。 

② 子 ともの健やか「 

( 具体的施策 ) ( 今後 5 年間の目標 ) 

。 。 捧 " " 。 " 
定期の予防接種を 円滑に受けられるような 環境の確保に 努め、 伝染のおそれがあ る疾病の発 

生及びまん延の 予防を図る。 

口 「食言 コ卸桂進 している市町村・ 保 高所の 

% き ュ 0@ 力 

家庭はもとより、 地域においては 全盲推進連絡会を 設置するなど 保健センタ 二 保育所、 学 

校 、 農林漁業者団体、 食品関連事業者団体等関係機関の 連携による取組の 推進を図る。 また、 
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遊子 と砿活 習慣の改善 ' 醐 """" 。 。 。 頻 。 " 

C14 毎度 10.6% コ   
別 栄養指導等の 実施により、 肥満等健康課題を 有する子どもに 対する生活習慣の 改善を図る。 

。 蝸 " 文雄 進 吏甘辰 ・ 育 出軍 可 ]       
C13 年度 ろ襯あ ． 9%0 母親 1222;9 の 

喫巌汲 、 ほ ついての知識の 普及を図るなど、 1 0 代や妊婦などの 喫煙防止対策 

を 推進する。 

。 """ ㍾ "   
L12 年度 44.8% コ 

妊産婦健康診査や 新生児訪問指導等において、 助産 師 等と連携を図りつつ、 母乳についての 一 ること等により、 母乳育児を推進する。 また、 デパート等での 授乳室の設置 

を進めるなど、 授乳しやす し鵬 づくりを促進する。 

。 "" 。 """ 。 "" 一 " 対策に取り組んでいる 市町村の割合 

。 "" 槌 4% 旦墜 
乳幼児が家庭の 浴槽で % 弱 丘 する事故なども 多いことから、 家庭内における 子どもの事故防止 

のための取組を 推進する。 

③ @@@@wm@@cm@ 

(awtiCT: ） く 今後 5 年間の目㈱ 
日子とものこころ 卍 " 旺 """ 。 " 擁 

受 @  すて いる 小   @       子ど 

""""'   一 " "" 
"""" 

児童思春期における 心の問題に対応できる 小児神経科、 児童精神科等の 医師、 保健節筈の 養 

成を図るとともに、 精神保健福祉センタ 二 児童相談所等における 専門相談の充実を 図る。 

Ⅰ二ユ労研こ 村す るⅠ 
  

児童生徒が学校生活を 心身ともに健康で 安全に送ることができるよ う 、 養護教諭を活用しな 

がら、 地域保健と学校とが 連携しっ っ 、 児童生徒の心身の 健康相談や健康教育を 充実する。 
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a@w@waa@@D@i 一 " """" 
Ⅰ O    の   一下 

ci2 年度 lZ 寸 Ⅸロ子 対コ 

Cl2 毎度性器クラミジア 感染症 万対コ 

思春期の人工妊娠中絶や HIV 感染症を含む 性感染症、 薬物乱用問題に 対応するため、 学校 

や保健所等において、 健康 教 育や電話相談等を 行うことにより、 ， 性や HIV 感染症を含む 性感 
染 症に関する正しい 知識の普及及び 薬物乱用対策の 推進を図る。 

④ " 娠   " 産 " 安 "" 安 " 佛 " 
。 " 体 的施策 ） ( 今後 5 年間の目標 ) 

口 「 い い お 自の普及 妊娠・出産について 満足している 者の割合 
844.4%(12 匂ョ婁婁 づ棚 

安全で快適な 出産環境により、 妊娠・出産に 満足し、 その後の子育てが 楽しいと感じられ 

るような「いいお 産Ⅰの普及を 図る。 

( 平成 1 6 年度 ) ( 平成 2 1 年度 ) 

日月 ツ 。 。 " 。 """             - 鋼 "" 
( モ成 ] 9 年度まで日報の 

母胎が危険な 妊産婦や低出生体重 児 に適切な医療を 提供するため、 一般の闘病院等と 高次 

の医療機関との 逮完 体制を確保する。 

日 周産期 一 上の適切な評価 

平成 15 年 3 月に閣議決定された「医療保険制度及 び 診療報酬体系に 関する基本方針」に 沿 

って、 医療の特性、 患者の心身の 特性、 生活の質の重視等を 踏まえた適切な 評価について 引き 

続き検討を進める。 

⑤。 苅 。 " 。 者。 " 支 " 
。 """ 施 " ） ( 平成 1 6 年賦 ( 平成 2 ,M 年度 ) 

。 。 輻 '"", 。 " 。 " 暁 " 5 Ⅰ 舐菖 岡泉南 4  95 、 目 

( 全都道府県・ 指定都市・中核市で 設置 ) 
不妊に悩む夫婦に 関する医学的・ 専門的な相談や 不妊による心の 悩み等について 相談できる 

体制整備を図る。 

口 """ 咄 87 都道付票 市づ 95  % 、 目 

。 全都道府県・ 指定都市・中核市で 実 柑 
不妊治療の経済的負担の 軽減を図るため、 高額の医療費がかかる 配偶者間の不妊治療に 要す 
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る 費用の一部を 助成する。 

⑥ 成目 准 

。 。 棚棟 ' 
口 成育観に関する 全国的なネットワーク " 。 " 

成育医療を推進するため、 /h り訂 母子保健医療機関の 全国的なネットワークを 構築し、 国立 

成育医療センターを 拠点として、 臨床・研究・ 情報発信等において、 これら医療機関と 連携   

協力することによって、 地域において 質の高い成育医療を 受けられる体制を 整備する。 

鵬 新生り 臥 乳児・幼児 

(6) 子育てに安は ト 安全な住まいやまちづくり 

0 妊婦、 子とも 及 ぴ子とも連れの 人力安心して 住み、 街に出ることができ 

るようする。   
。 " 体 的施 ' 即 

遊子育てを支援するゆとりの 交差 

住宅金融公庫の 証券 イヒ 支援事業などによる 持ち家の取得の 支援 や 、 良質なファミリ 一向け賃 

貸 ポ主 宅の供給促進、 公共賃貸 住 三苦 [ こ おける多子世帯等の 優先入居を実施するとともに、 良好な 

住宅市街地の 整備による何 % 至近接の実現、 住宅と保育所等の 一体的整備を 推進する。 

コシックハウス 対策の推進 

子どもの健康への を 考慮し、 シックハウス 対策に係る調査研究等の 結果を踏まえ、 必要 

な対策を行 う 。 また、 、 ンッ クハウス症候群に 関する学校関係者の 理解の一層の 促進等、 学校に 

おけるシックハウス 対策を推進する。 

②子育て /Y,l 」アフリ一などの 推進 

(MWiiCT: ） ( 今後 5 年間の目標 ) 
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口 建築 勿の Ⅰ ゃ 」アフ l 」 一 Ⅰ ヒの 促進 2.0 ㏄ 棚壮卸朋 ト 

ック のう   ハートビル法にづく 利用用 

-@wm@i  m4m 
( 平成 ] 9 年度まで [ お朝 め 

口 5 年度約 3 審 旧 

不特定多数の 者 力淋 Ⅱ 用 する公共性の 高い建築物について、 段差の解消等のバリアフリー 化を 

推進する。 

D@eSMIKD/X-UT@U@fco ィ日の平均利用 者数が 5,000 人 以 七の旅 
推進     音   。     一 ミナ )   

の Ⅰ ゃ 」アフ l 」 一 化         の割合 

原則として、 ユ % 旦胚 
( 平成 22 年まで日華 動め 

向 5 年度 伯 Ⅱ % コ 

公共交通機関における 車両等の バ l 」アフ 

」 @ 日 
  錘 " 。 15""   櫛 

ノンステップパス 20 ～ 25%  ( 「 5 毎度 9.3% コ 

出 坦三 篆 二 %C15 年度 4,4% 拷コ 

' 塞 - 組 生 二 %  C15 年度 3Z1% コ 

( 平成 22 年までに達成 

交通バリアフリ 一法に基づき、 公共交通機関における 旅客施設や車両等のバリアフリー ィヒ を 

推進する。 

日 歩行空間のⅠⅤ」アフ l 」 一 化の珪 進 Ⅰ日の平均利用者数 ぴ 5,000 人奴， L の旅   
'""J"' 。 。 ' 恰 

道路 約旦剖 e Ⅰ @5 毎度 25@0 コ 

信号機 約 旦劃 L14 年度約 4  審 白 

( 平成 1 9 年度まで [ ご朝め 

交通バリアフリ 一法の特定経路を 構成する道路において、 バリアフリ一対応型信号機の 整備 

や 歩道の段差、 勾配等の改善を 推進する。 

口 あ んしん歩行エリア 硬蓬構 エ l 」 ア 内の死傷事故 卸卯止 割合 
mm  . （ ・ 自 ほ ついては 

  
( 平成 1 9 年度まで f お白め 

死傷事故発 轄恰 の高 い 地区約 1, 000 箇所を指定の 上、 面的かっ総合的な 事故抑止対策 

。 姉 。 。 。 
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。 """" 逝   理 " 
歩道・自転車道等の 通行空間と自転車駐車場の 整備を推進するとともに、 「 交芭 安全総点罠 

などによる子どもの 本知 煮 に立った歩道の 補修などの改善を 推進する。 

DSPm@go/  VUT@U  -<t@7@t 
都市公園において、 妊婦、 子ども及び子ども 連れの人が使 い やすいように、 段差の解消等を 

図るとともに、 安全確保に努め、 安心できる遊び 場の環境整備を 図る。 

田河川 空苛の /Y,l 」アフⅡ」 一 化の推進 

妊婦、 子ども及び子ども 連れの人が安心して 河川を訪れ、 憩い楽しめる 河川空間を創出する 

ため、 河川空間のバリアフリー 化を推進する。 

口、 
Ⅲ 

。 ", 。 "," 睡 
妊婦、 子ども及び子ども 連れの人が日常生活の 中で海辺に近づき、 身近に自然と 触れ合える 

ようにするため、 海岸保全施設のバリアフリー 化を推進する。 

"";" 柑 " 號 " 碓 j" 
歩行者と車両が 避することによ 臥 交通事故の発生 力 懸念される 娃点 において、 歩行者 

と車両の通行を 時間的に分離する 信号制御の運用を 推進する。 

。 ""","" 擬 """ 婬 
建築物等に係る 事 吹 情報の収集や 提供により安全対策を 推進し、 子どもが、 安全にかつ安心 

して 捧 Ⅱ用できる環境を 整備する。 

口唄 蹄 こおいて、 " ぬ ㍾ 
劇場等において、 乳幼児同伴の 利用 

された観覧室の 設置を促進する。 

ad@rcAU:p@@u@@<DToWWD 子育てバリアフリーマップの 取組を 

推進 全 、 " ヨ 

市町村と地域住民が 協働して、 乳幼児とその 親が覚出する 際の遊び場、 授乳コーナー 及び 一 

時 預かりの実施場所等を 示したマップを 作成し、 子育て家庭に 配布する取組や、 妊婦、 子ども 

及 び 子ども連れの 人が安，むして 外出できるよう、 周囲に思いやりの 心を持った行動を 促すよう 

な意識啓発の 取組を推進する。 

また、 交通バリアフリー 教室の開催 や バリアフリーボランティアの 普及に努め、 し むの バリ 

アフリ一社会」を 実現する。 さらに、 鉄道駅等の旅客施設や 宿泊施設のバリアフリー 化の状況 

に 関、 する 儲 庵号供を推進する。 

n@sswiz@s@i@ssssy@m 
。 。 。 """""" 劃 。 ンタ一等が連携し、 安全で安心して 利用できる幼児送迎サ ー 
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ビスを提供するための 個別輸送サービス (STS (@ スペシャル・トランスポート・ザしビス )) 

について実証実験を 行い、 その普及を図る。 

口 育児に力 崎 石製品 
製品に関する 事故情報の収集・ 調査等により、 製品による事故の 未然・再発防止及び 製品の 
婬 " 。 "" 。 

③ 子 ともの安全の 確保 

( 具体的施策 ) 

口コ 子 ともを 牙 Ⅰ 、 ら 守るための 賄唯 
学校、 家庭や PTA 等の団体、 地域住民、 関係各機関等が 連携し、 地域の防犯ボランティア 

や母親クラブ 等による自主的なパトロール 活動、 「子ども 1 10 番の家」の活動、 学校等にお 

ける防犯教室の 開催、 危機管理マニュアルを 踏まえた学校における 安全管理に関する 取組等に 

対する支援を 行 う 。 

a r@ ・ @@W<（9J o@m 
道路、 公園等の公共施設や 住居の構造、 設備、 配 置 等について、 犯罪防止に配慮した 環境 

設計を行うことにより、 犯罪被害に遭いにくい 安全で安心なまちづくりを 一層推進する。   
                    恩 拷すべき社会の 姿 

                      今 妊婦、 子とも及び子とち 連れの人に対して 配慮が行き届き 安心して 外 

                      出できるようになる ( 妊婦、 子とも及び子ども 連れの人が安心して 外 

                      出できると感じる 割合加増える ) 

(7)         
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Ⅲ 検討課題 

社会保障給付について、 大きな比重を 占める高齢者関係給付を 見直し、 これを 

支える若い世代及 び 将来世代の負担増を 抑えるとともに、 社会保障の枠にとられ 

れることなく 次世代育成支援の 推進を図る。 

併せて、 我が国の人ロ 方陣 云換 期を迎えるこれからの 5 年間が重要な 時期であ る 

との認識のもと、 社会全体で次世代の 育成を効果的に 支援していくため、 t 世或や 

家族の多様な 子育て支援、 働き方に関ねる 施策、 児童手当等の 経済的支援など 多 

岐にわたる次世代育成支援施策について、 総合的かつ効率的な 視点に立って 、 そ 

の 在り方等を幅広く 検討する。 
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